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資料配付  

 

件     名 

 

国道９号の通行規制について（第１報） 

～観音トンネル東側坑口 倒木撤去等作業に伴う通行止

め～ 

 

  

概     要 

【国道９号】 

○京都府南丹市園部町上木崎地先において、積雪による倒

木の撤去等作業のため、１月１６日 ２２時４０分頃よ

り、断続的に通行止めを行っています。 

 

○通行止め解除の時期については、現時点では、見込みが

立っておりません。 

○ご理解とご協力をお願いいたします。 

○今後の気象情報、道路情報にご注意ください。 

 

  

取  扱  い ― 

  

配 布 場 所 京都府政記者クラブ 京都市政記者クラブ 

  

問 合 せ 先 

国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 

電話０７５－３５１－３３００ 

副所長    横井耕二（内線２０４） 

管理第二課長 小西昭裕（内線４４１） 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国道９号「通行止め区間」 

＜南丹市園部町上木崎～船井郡丹波町新水戸＞ 

通行止め区間 


